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２ 運営協議会の開催について 

 

（１） 平成１７年度中に３回（６月、１０月、２月）、各地区ごとに一斉に開催する。 

（２） 制度が定着した時期（平成１９年頃）において、順次市町村へ協議の場を移す。 

 

３ 今後の予定 
 

平成１７年 ２月 ２日（水）  地方事務所、市町村担当者セミナー 
    ３日（木）      〃 
４月 上旬    県ホームページにて運営協議会の申込み受付期間の告知 
４月 中旬    設置要綱の制定   
６月 中旬    第１回地区福祉有償運送運営協議会の開催 

１０月 下旬    第２回地区福祉有償運送運営協議会の開催 
平成１８年 ２月 下旬    第３回地区福祉有償運送運営協議会の開催 
 
平成１８年度 

６月 中旬    第１回地区福祉有償運送運営協議会の開催 
１０月 下旬    第２回地区福祉有償運送運営協議会の開催 

平成１９年 ２月 下旬    第３回地区福祉有償運送運営協議会の開催 
 
平成１９年度 
      原則として２年目の更新時点から、順次市町村に運営協議会の主宰を移行させ

ていく。 


